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社会福祉法人　清峰会　障害者支援施設　さざなみ学園

※裏面の注意事項をご確認の上、お申し込みください。 

１ 利用申込書類の作成 
次の２つの書類を作成し、ご提出ください（提出先：さざなみ学園）。 
（１）さざなみ学園 利用申込書 
（２）さざなみ学園 利用申込用フェイスシート 
※書類の作成が難しい場合は、さざなみ学園までご相談ください。 

２ 申込書等の提出 
（１）事前にお電話をお願いします。 
（２）郵送にて「さざなみ学園 利用申込書」「さざなみ学園利用申込用フェイ 
スシート」の書類一式を送付ください。
※施設見学を兼ねて、来園も可能です。
（３）提出書類の内容確認をいたします。 

３ 名簿登載 
上記書類を受理した後、利用待機者名簿に登載します。 

４ 選考 
空床等が生じた場合、適合するユニットの待機者の中から、入所者を選考します。 
その際、必要に応じて次のような待機者の現況調査を実施させていただく場合があり
ます。 
（１）「ご家族への訪問調査、または電話での聞き取り調査」 
（２）「ご本人の利用施設への訪問調査、または電話での聞き取り調査」 
（３）「担当行政、障害者福祉課への聞き取り調査」 
＊この調査は、別紙の個人情報の取り扱いに基づいて行います。 
＊調査で聞き取った内容は、選考の際の評価以外には使用しません。 

５ 決定 
入居者は、さざなみ学園で構成する「入所検討会議」で決定し、その後、ご本人・ご家族に通知します。
【利用申請にあたっての注意事項】 
１ 　さざなみ学園は障害者支援施設です。施設入所利用希望申込の際には条件があります。 
（１）ご本人の年齢が18歳から49歳の場合、障害支援区分が４以上 
（２）ご本人の年齢が50歳以上の場合、障害支援区令和分が3以上 
※ご本人の年齢が18歳未満の方は申込ができません。ご本人が18歳になってからお申し込みください。 

２　 さざなみ学園の施設入所には男性・女性、各４つのユニットがあり、ユニットごとに区分けし、適合条件があります。 　
	ユニット名
	場所
	居室数
	ユニット区分け

	男性Ａユニット
女性Ａユニット
	3Ｆ
2Ｆ
	10名（＋短期1名）
10名（＋短期1名）
	主に最重度・重度の知的障害を伴う自閉症（強度行動障害含む）で、他害、自傷、不潔行為など介助が必要な方。

	男性Ｂユニット
女性Ｂユニット
	3Ｆ
2Ｆ
	10名（＋短期1名）
10名（＋短期1名）
	主に最重度・重度の知的障害を伴う自閉症（強度行動障害含む）で、ＡＤＬが概ね自立している方。

	男性Ｃユニット
女性Ｃユニット
	3Ｆ
2Ｆ
	10名
10名
	主に重度の知的障害を伴い、高齢・自閉症で、ＡＤＬが概ね自立している方。


	男性Ｄユニット
女性Ｄユニット
	3Ｆ
2Ｆ
	10名（＋短期1名）
10名（＋短期1名）
	主に最重度・重度の知的障害を伴う。
ＡＤＬ・身体機能低下・車椅子利用者。
全介助が必要な方。



３ 　施設入所の必要性について改めてご確認ください。施設での生活は、ご本人やご家族にとって大きな生活環境の変化となります。 
4　 今すぐ入所しなくてもよいが、念のため申し込んでおきたいという方は、必要性が高まった時に申し込まれることをお勧めします。 
5 　申込にあたり、虚偽の内容が発覚した場合は名簿登載から削除させていただきます。 
6　 利用申込は随時可能です。申込が受理された後は、「さざなみ学園施設入所利用希望待機者名簿」に登載されます。名簿の有効期間は受理後から、令和9年3月31日までとなります。 
7　 今後、名簿の有効期間中に、空床等が生じた場合に、待機者名簿登載者の中からユニットに適合する方を選考し決定します。
